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お知らせお知らせ
上
山
七
ヶ
宿
線
の
通
行
止
め
に
つ
い
て

期
間

　

平
成
22
年
12
月
３
日
（
金
）

　

午
前
11
時
00
分
か
ら

　

平
成
23
年
４
月
21
日
（
木
）

　

午
前
11
時
00
分
ま
で

区
間

　

金
山
峠
（
山
形
県
境
か
ら
七
ヶ

宿
町
干
蒲
ま
で
）

お
問
い
合
せ

　

建
設
課　

☎
３
７

－

２
１
１
５

七
ヶ
宿
町
職
員（
保
育
士
）

募
集
の
お
知
ら
せ

　

平
成
23
年
４
月
１
日
採
用
予
定

の
保
育
士
を
募
集
し
ま
す
。

職
種　

保
育
士

募
集
人
員　

１
名

業
務
内
容

　

町
内
保
育
施
設
に
お
け
る
保
育

業
務
に
従
事

受
験
資
格

　

昭
和
55
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
保
育
士
の
資
格
を

有
す
る
方
又
は
平
成
23
年
３
月
31

日
ま
で
に
資
格
取
得
見
込
み
の
方
。

　

現
住
所
は
問
い
ま
せ
ん
が
、
採

用
後
に
お
い
て
は
本
町
に
住
所
を

有
す
る
こ
と
が
確
実
な
方
。

試
験
日
時
、
場
所
及
び
試
験
内
容

第
一
次
試
験

日
時　

平
成
23
年
１
月
30
日（
日
）

　
　
　

午
前
10
時
～

場
所　

宮
城
県
自
治
会
館

内
容　

教
養
試
験

　
　
　

一
般
性
格
診
断
検
査

※ 

第
二
次
試
験
は
第
一
次
試
験
合

格
者
に
通
知
し
ま
す
。

受
付
期
間

　

平
成
22
年
12
月
１
日
（
水
）
～

平
成
23
年
１
月
７
日
（
金
）
ま
で

　

郵
送
の
場
合
は
１
月
７
日（
金
）

ま
で
に
届
い
た
も
の
に
限
り
受
付

け
ま
す
。（
土
・
日
は
受
付
し
ま

せ
ん
。）

提
出
書
類
等

① 

申
込
書
１
部
（
総
務
課
に
あ
る

所
定
の
申
込
用
紙
を
使
用
す
る

こ
と
）

② 

郵
便
申
込
の
場
合
は
、
宛
先
を

明
記
し
て
80
円
切
手
を
貼
っ
た

返
信
用
封
筒
を
必
ず
同
封
し
て

下
さ
い
。

そ
の
他

　

申
込
書
を
受
理
さ
れ
た
受
験
申

込
者
に
は
受
験
票
を
交
付
し
ま
す
。

申
込
・
お
問
い
合
せ

　

七
ヶ
宿
町
役
場
総
務
課

　

☎
３
７

－

２
１
１
１

　

（
担
当　

奈
良
）

公
立
刈
田
綜
合
病
院
職
員
募
集

職
種
お
よ
び
採
用
予
定
人
員

　

看
護
師 

20
人
、
管
理
栄
養

士 

若
干
名
、
作
業
療
法
士 

1
名
、

臨
床
検
査
技
師 

1
名

受
験
資
格

看
護
師

　

昭
和
30
年
4
月
2
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
看
護
師
の
免
許
を

有
す
る
方
、
ま
た
は
平
成
23
年
春

の
国
家
試
験
に
よ
り
当
該
免
許
を

取
得
す
る
見
込
み
の
方

看
護
師
以
外

　

昭
和
50
年
4
月
2
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
当
該
職
種
の
免
許

を
有
す
る
方
、
ま
た
は
平
成
23
年

春
の
国
家
試
験
に
よ
り
当
該
免
許

を
取
得
す
る
見
込
み
の
方

試
験
日
時
お
よ
び
試
験
内
容

試
験
日
時

　

12
月
17
日
（
金
）
10
時
30
分
～

試
験
種
目

　

作
文
試
験
、
面
接
試
験

試
験
場
所　

同
院
大
会
議
室

採
用
予
定
日

　

平
成
23
年
4
月
1
日
以
降

　

（
既
に
免
許
を
お
持
ち
の
方
は
、

ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。）

受
験
手
続
き

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
募
集
要
項

に
記
載
し
て
い
る
提
出
書
類
を
、

宮
城
い
き
い
き
学
園

平
成
23
年
4
月
入
学
生
募
集

対
象
者

　

県
内
居
住
の
お
お
む
ね
60
歳
以

上
の
方

場
所

　

①
仙
南
校　

②
大
崎
校

　

③
石
巻
校
④
気
仙
沼
・
本
吉
校

　

⑤
登
米
・
栗
原
校

募
集
人
員　

各
校
40
人　

学
習
期
間

　

年
間
22
回
程
度
：
２
学
年
制

内
容

　

生
き
が
い
と
健
康
づ
く
り
を
め

宮
城
県
か
ら
の
お
知
ら
せ
！

　

多
重
債
務
の
苦
労
か
ら
開
放
さ

れ
ま
せ
ん
か
？

　

深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い

る
多
重
債
務
問
題
の
解
決
に
向
け
、

宮
城
県
多
重
債
務
無
料
相
談
会
が

開
催
さ
れ
ま
す
。

　

弁
護
士
や
司
法
書
士
が
無
料
で

相
談
に
応
じ
ま
す
の
で
、
こ
の
機

会
に
債
務
整
理
や
生
活
再
建
を
は

か
り
ま
し
ょ
う
。

※
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

予
約
受
付
期
間

　

12
月
６
日
（
月
）
～
10
日
（
金
）

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

予
約
受
付
電
話

　

☎
０
２
２

－

２
１
１

－

２
５
２
４

　

（
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
）

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

～
相
続
又
は
贈
与
等
に
係
る
生
命

（
損
害
）
保
険
契
約
等
に
基
づ
く

年
金
の
税
務
上
の
取
扱
い
の
変
更

に
つ
い
て
～

　

相
続
、
贈
与
等
に
よ
り
取
得
し

た
生
命
保
険
契
約
や
損
害
保
険
契

約
等
に
係
る
年
金
の
所
得
税
の
取

扱
い
を
改
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

こ
の
取
扱
い
の
変
更
に
よ
り
、
所

得
税
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

【h
ttp

://w
w

w
.n

ta
.g

o
.jp

/

】
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
大
河
原
税
務

署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

大
河
原
税
務
署

　

☎
０
２
２
４

－

５
２

－

２
２
０
２

白
石
警
察
署
か
ら
お
知
ら
せ

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給

付
金
に
つ
い
て

　

こ
の
給
付
金
は
、
オ
ウ
ム
真
理

教
に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
な

ど
に
よ
り
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
遺

族
、
障
害
が
残
っ
た
方
及
び
障
害

を
負
っ
た
方
に
対
し
て
支
給
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
障
害
が
残
っ
た
方

及
び
障
害
を
負
っ
た
方
が
す
で
に

亡
く
な
っ
た
場
合
、
そ
の
ご
遺
族

に
支
給
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
申
請

期
限
は
平
成
22
年
12
月
17
日
ま
で

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

お
問
い
合
せ

　

宮
城
県
警
察
本
部
犯
罪
被
害
者

支
援
室

　

☎
０
２
２

－

２
２
１

－

７
１
７
１

　

白
石
警
察
署
警
務
課　

　

☎
０
２
２
４

－

２
５

－

２
１
３
８

年
金
事
務
所
職
員
を
名
乗
る

詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

最
近
、
年
金
事
務
所
職
員
を
装

い
ご
自
宅
を
訪
問
し
、「
年
金
の

手
続
き
が
終
わ
っ
て
い
な
い
。
ご

本
人
に
代
わ
っ
て
手
続
き
を
す
る

の
で
手
数
料
を
支
払
っ
て
ほ
し

い
。」
な
ど
と
言
い
、
そ
の
場
で

現
金
を
請
求
す
る
よ
う
な
事
例
が

期
間
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
な
い
方
は
、
ご
連
絡
い
た

だ
け
れ
ば
郵
送
し
ま
す
。

　

ま
た
、
郵
送
の
場
合
は
12
月
10

日
（
金
）
ま
で
の
消
印
有
効
で
す
。

申
込
期
限

　

12
月
10
日
（
金
）
ま
で

※
土
・
日
、
祝
日
を
除
き
ま
す
。

申
込
・
お
問
い
合
せ

　

同
院
総
務
課

　

☎
２
５

－

２
１
４
５

　

（
内
線
２
４
０
６
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｕ
Ｒ
Ｌ

　

h
ttp

://w
w

w
.k

a
tta

-h
o
s
p
.

sh
iro

ish
i.m

iy
a
g
i.jp

ざ
し
、
地
域
活
動
の
指
導
者
と
し

て
必
要
な
内
容
・
方
法
を
体
験
を

通
し
て
身
に
つ
け
ま
す
。

募
集
期
間

　

平
成
22
年
11
月
１
日
（
月
）
～

　

平
成
23
年
１
月
31
日
（
月
）
必
着

入
学
金　

五
千
円

受
講
料　

年
間
二
万
円

お
問
い
合
せ

　

宮
城
社
会
福
祉
協
会

　

い
き
が
い
健
康
課

　

☎
０
２
２

－

２
２
５

－

８
４
７
７

日
時
・
場
所

大
河
原
合
同
庁
舎

　

12
月
17
日
（
金
）

　

９
時
30
分
～
16
時
30
分

県
庁

　

12
月
18
日
（
土
）

　

９
時
30
分
～
16
時
30
分　

県
庁

　

12
月
19
日
（
日
）

　

９
時
30
分
～
16
時
30
分　

定
員

　

大
河
原
合
同
庁
舎
…
20
名

　

県
庁
…
各
30
名

報
告
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

年
金
事
務
所
の
職
員
が
ご
自
宅

を
訪
問
し
、
年
金
手
続
き
の
手
数

料
を
請
求
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

年
金
事
務
所
の
職
員
を
名
乗
っ

た
訪
問
や
電
話
で
不
審
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
そ
の
場
で
対
応

す
る
こ
と
な
く
、
年
金
事
務
所
へ

確
認
す
る
な
ど
十
分
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
年
金
事
務
所
の
職
員
が

訪
問
す
る
際
は
、
身
分
証
明
書
を

携
帯
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
確
認

願
い
ま
す
。

お
問
い
合
せ

　

大
河
原
年
金
事
務
所

　

☎
０
２
２
４

－

５
１

－

３
１
１
２

町
営
バ
ス
時
刻
の
変
更
に
つ
い
て

　

12
月
４
日
に
Ｊ
Ｒ
の
運
行
時
刻

が
変
更
に
な
り
ま
す
。
町
営
バ
ス

も
同
時
に
運
行
時
刻
を
変
更
い
た

し
ま
す
。
全
戸
に
時
刻
表
を
お
配

り
し
ま
す
の
で
、
確
認
の
う
え
ご

利
用
下
さ
い
。

お
問
い
合
せ

　

総
務
課
企
画
係

　

☎
３
７

－

２
１
９
４

　

（
担
当
・
小
川
）


